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中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
外
交
部
の
林
剣
報
道
官
は
、
本
年
三
月
二
十
日
の
記
者
会
見
で
、
中
国
当
局
に
長
期
間
拘
束
さ

れ
て
い
る
邦
人
製
薬
会
社
社
員
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
、
「
日
本
側
が
自
国
民
に
、
中
国
の
法
律
及
び
規
則
を
遵
守
し
、

中
国
で
違
法
犯
罪
行
為
に
従
事
し
な
い
よ
う
、
教
育
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
を
望
む
」
と
述
べ
た
。 

 

こ
の
日
本
人
男
性
社
員
は
昨
年
三
月
に
中
国
当
局
に
北
京
で
拘
束
さ
れ
、
今
月
十
八
日
に
は
検
察
に
よ
る
起
訴
審
査
手
続
に

入
っ
た
と
日
本
政
府
に
通
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
ま
ま
手
続
が
進
め
ば
拘
束
は
さ
ら
に
長
引
き
、
男
性
の
解
放
は
難
し
さ
を
増
す

可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
中
国
当
局
側
は
拘
束
の
経
緯
や
具
体
的
な
容
疑
事
実
な
ど
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
中
国

で
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
日
系
企
業
の
間
に
は
困
惑
と
懸
念
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
質
問
す
る
。 

一 

林
剣
報
道
官
の
発
言
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

中
国
が
二
〇
一
四
年
に
「
反
ス
パ
イ
法
」
を
制
定
し
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
に
何
人
の
日
本
人
が
ス
パ
イ
活
動
へ
の
関
与
を

疑
わ
れ
て
拘
束
さ
れ
、
う
ち
何
人
が
帰
国
し
て
い
る
か
。
帰
国
し
て
い
な
い
者
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
。

政
府
の
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 

三 

外
務
省
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
未
だ
に
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
及
び
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
を
除
く
中
国
に
つ
い



 

２ 

 

て
、
危
険
レ
ベ
ル
を
設
定
し
て
い
な
い
。
令
和
五
年
十
一
月
二
十
日
に
提
出
し
た
「
外
務
省
と
米
国
国
務
省
に
よ
る
中
国
危

険
情
報
の
乖
離
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
二
百
十
二
回
国
会
質
問
第
五
四
号
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
外
務
省
の
中
国
危

険
情
報
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
米
国
）
国
務
省
旅
行
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
著
し
く
危
険
性
が
低
い

評
価
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
国
務
省
は
、
中
国
本
土
に
つ
い
て
、
「
レ
ベ
ル
三 

渡
航
を
再
考
せ
よ
」
「
出
国
禁
止
措
置
や

不
当
な
拘
束
の
危
険
を
含
む
、
現
地
の
法
律
の
恣
意
的
運
用
が
あ
る
た
め
、
渡
航
を
再
考
す
る
よ
う
に
」
と
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
外
務
省
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
及
び
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
を
除
く
中
国
に
つ
い
て
、
「
レ
ベ
ル
一 

十
分
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。
」
に
さ
え
し
て
お
ら
ず
、
当
局
に
よ
る
不
当
な
拘
束
の
危
険
が
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
西
欧
諸
国
と
同
じ
レ
ベ

ル
と
し
て
い
る
。
外
務
省
は
、
中
国
の
危
険
を
実
態
よ
り
も
低
く
評
価
す
る
こ
と
で
、
邦
人
を
危
険
に
晒
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


